
産業医による労働者の健康管理等
を徹底しましょう

Q 産業医の辞任等があったあと、産業医を選任していますか?

Q 産業医を選任したとき等に労働基準監督署⾧に報告していますか?

Q 定期健康診断結果報告に産業医の氏名を記載していますか?

 労働者数50人以上の事業場では、産業医を選任することが必要です。
 選任していた産業医の辞任等があったときは、当該日から14日以内に新たに産

業医を選任する必要があります。
 産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なくその旨・その理

由を衛生委員会又は安全衛生委員会（衛生委員会等）に報告しなければなりま
せん。

 労働者数50人以上の事業場では、定期健康診断を実施したときは、遅滞なく、
定期健康診断結果報告を所轄労働基準監督書にする必要があります。

 定期健康診断結果報告に産業医の氏名を記載する必要があります。

 労働者数50人以上の事業場では、産業医を選任したとき、または産業医の辞任
等※１があったときは、遅滞なく、電子申請により、所轄労働基準監督署⾧に報
告※２する必要があります。
※１ 産業医の辞任、解任または退任を指します。ただし、労働者数が50人未満になった場合の産業医の辞任等の場合は、報

告義務はありませんが、選任状況の適切な把握の観点から監督署への報告をお願いします。
※２ 辞任等の報告は令和8年8月１日から義務づけられますが、これまでと同様、新たな産業医の選任と前任の辞任等を同時に

報告いただいた場合は、辞任等の報告は不要です。

１ 産業医の選任・各種報告を適切に行っていますか?

裏面（産業医による労働者の健康管理等のために事業者が行わなければならないこと）へ

労働者数50人以上の事業場の皆様へ
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 労働者数50人以上の事業場では、労働安全衛生法に基づき、産業医を選任するこ
とが義務付けられています。

 産業医を選任した場合や、産業医の辞任等があった場合には、所轄労働基準監督
署⾧に報告することが義務付けられています。
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 電子申請は「ｅ-GOV電子申請」のほか、「労働安全衛生法関係の
届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」から申請可能です。



○ 労働者の健康管理等のために必要な情報の産業医への提供

 事業者が産業医に付与するべき権限には次のことが含まれます。
• 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること
• 労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集すること
• 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対し
て必要な措置をとるべきことを指示すること

２ 産業医による労働者の健康管理等のために
事業者が行わなければならないこと

 産業医は、衛生委員会等に参画したり、職場巡視を行ったり、労働者の健康管理等を行い
ます。その活動が効果的なものとなるため、事業者は次のことが必要です。

○ 労働者の健康管理等のために必要な権限を産業医に付与

 産業医に対して、次の情報を提供することが必要です。
• 健康診断、⾧時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックに基づく面接
指導実施後の講じた措置又は講じようとする措置

• 時間外・休日労働時間が１月当たり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働
者に係る当該超えた時間に関する情報

• 労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行
うために必要と認めるもの

○ 産業医から受けた勧告を受けたときの衛生委員会等への報告等
 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に

対し、労働者の健康管理等について必要な勧告ができます※。事業者は、その勧
告を尊重しなければなりません。
※労働者と同一の場所において作業を行う直接雇用されていない労働者や請負人等に係る作業環境に関
してもその事業場の産業医は勧告することができます。

 勧告を受けたときは、遅滞なく勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置又は講
じようとする措置の内容を衛生委員会等に報告する必要があります。また、勧
告の内容・勧告を踏まえて講じた措置の内容を記録し、３年間保存しなければ
なりません。

 産業医は、衛生委員会等に対して、労働者の健康を確保する観点から必要な調
査審議を求めることもできます。

○ 産業医等の業務の内容等の労働者への周知
 産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医

による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を労働者に周知する必
要があります。
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